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宇都宮市中小企業高度化設備設置補助金の省エネ設備にかかる補助率の上乗せ等に 

ついて（お知らせ） 

 

  時下，ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて，本市では，中小企業が技術の高度化・合理化を促進する目的で設置した機械設備の補

助制度として，「宇都宮市中小企業高度化設備設置補助金」を実施しておりますが，この度，

エネルギー価格の高騰や円安の影響を受け，厳しい状況にある市内中小企業等の設備投資を支

援する措置として，省エネ設備の取得に係る設備投資について，補助率の上乗せを行うととも

に，補助金早期支給の観点から，省エネ設備についてのみ先行受付を実施することといたしま

した。 

  つきましては，貴団地内の各企業様宛て，御周知の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 措置の概要 

（１）省エネ設備の補助率上乗せ 

以下の通り補助率を２％上乗せいたします。 

 

 補助率 

（省エネ設備） 

補助率 

（左記以外の設備） 

中小企業 取得価格の５％ 取得価格の３％ 

小規模事業者 取得価格の６％ 取得価格の４％ 

 

【参考：省エネ設備の定義】 

   経済産業省で実施する「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（Ｃ指定設備導入

事業）」において補助対象設備として登録されている設備を対象といたします。 

【参考ＵＲＬ】 https://sii.or.jp/cutback03/search 

 

  上記ＵＲＬより，「条件を指定して検索する」で「生産設備」のプルダウンをクリックいた

だきまして，該当する設備にチェックを入れたうえで，メーカー名や型番等を追加入力いただ

き検索する等により，購入した設備が省エネ設備に該当するかどうか確認が可能です。 

 

 



（２）省エネ設備のみを対象とした先行受付 

  本補助金につきましては，例年５月～６月の２か月間を申請受付期間としていますが，物価

高騰等の影響を踏まえ，省エネ設備にかかる補助金の早期支給の観点から，省エネ設備のみを

対象とした先行受付を実施いたします。 

  なお，令和５年度につきましても，予算が確保されましたら，例年通り令和５年５月から６

月の２か月間に申請受付を行う予定です（その際は，省エネ設備とそれ以外の設備の両方につ

いて御申請が可能となります）。 

 

 ■先行受付 

  ①対象事業・業種 

   市内で事業を営む製造業，特定サービス事業者又は宇都宮市リーディング企業で，市税を

滞納していない中小企業者 

  ②対象設備 

令和４（２０２２）年１月２日～令和５（２０２３）年１月１日までの間に設置した設備

のうち，以下の補助条件に該当する設備 

 

 

 

補助金対象条件 

①１台（基）あたりの取得価格が 300 万円以上のもの 

②技術の高度化及び合理化を促進するため自ら設置した，生産，研究，

開発又はデザインの用に供する機械設備 

③経済産業省で実施する「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助 

金（Ｃ指定設備導入事業）」において補助対象設備として登録されてい 

る設備 

④補助上限額は先行受付期間における補助額と令和５年度通常受付期間 

における補助額の合算額として 1,000 万円となります。 

 

  ③先行受付期間 

   令和５年１月４日から令和５年２月２８日まで 

  ④申請方法 

   以下の書類により，先行受付期間までに本市に御申請ください。 

   （１）補助金交付申請書 

   （２）設置した設備の平面図又は配置図 

   （３）設置した設備の資産明細書 

   （４）設置した設備の領収書及びカタログ 

   （５）設置した設備が経済産業省で実施する「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補 

助金（Ｃ指定設備導入事業）」において補助対象設備として登録されている設備で 

あることを証するもの（検索結果の画面コピー等） 

   （６）会社概要を示す書類 
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